
区民交通傷害保険特約 

 

第１条（用語の定義） 

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 

用語 定義 

車両 次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。 

① 自動車(注１)、原動機付自転車、自転車、人もしくは動物の力ま

たは他の車両により牽
けん

引される車、身体障害者用車いす、乳母車、

ベビーカー、歩行補助車(注２)、そりおよびトロリーバス。ただ

し、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地

等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上

の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注

３) 、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 

② 汽車、電車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェイ、いす付

リフトおよび気動車。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラ

ウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロー

プトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 

③ 航空機(注４)。ただし、ハンググライダー、気球、パラシュート

等は除きます。 

④ 船舶(注５)。ただし、幼児用のゴムボート、セーリングボード、

サーフボード等は除きます。 

(注１) 自動車 

スノーモービルを含みます。 

(注２) 歩行補助車 

原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。 

(注３) キックボード 

原動機を用いるものを含みます。 

(注４) 航空機 

飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機

(注６)、ジャイロプレーンをいいます。 

(注５) 船舶 

ヨット、モーターボート(注７)およびボートを含みます。 

(注６) 超軽量動力機 

モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトララ

イト機等をいいます。 

(注７) モーターボート 



水上オートバイを含みます。 

通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けること

をいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の

受領等のためのものは含みません。 

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師

の管理下において治療に専念することをいいます。 

保険金 死亡保険金、後遺障害保険金または医療保険金をいいます。 

保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 

 

第２条（保険金を支払う場合） 

当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する交通事故によっ

てその身体に被った傷害(注)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従

い保険金を支払います。 

① 被保険者が搭乗している車両の衝突、つい落、転覆、火災、爆発等 

② 被保険者が搭乗している車両からの転落 

③ 被保険者が車両に搭乗していない場合における運行中の車両との衝突、接

触等 

 

(注) 次の①から③までのいずれかに該当する交通事故によってその身体に被

った傷害 

以下この特約において「傷害」といいます。 

 

第３条（保険金額） 

  当会社が引き受けるこの保険契約の保険金額は、１被保険者について600万円を

限度とします。 

 

第４条（死亡保険金の支払） 

(１) 当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接

の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。 

(２) 普通保険約款第31条（死亡保険金受取人の変更）(１)または(２)の規定により

被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が２名以上であ

るときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に

支払います。 

(３) 普通保険約款第31条（死亡保険金受取人の変更）(６)の死亡保険金受取人が２

名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取



人に支払います。 

 

(注) 保険金額の全額 

既に支払った医療保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額

を控除した残額とします。 

 

第５条（後遺障害保険金の支払） 

(１) 当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接

の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表の１．から

８．までに掲げる後遺障害が生じたときは、保険金額の全額(注)を後遺障害保険

金として被保険者に支払います。 

(２) (１)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180

日を超えてなお治療を要する状態にある場合において、当会社は、事故の発生の

日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、別表の１．から

８．までに掲げる後遺障害に該当すると認定したときは、後遺障害保険金を支払

います。 

(３) 同一事故により２種以上の後遺障害が生じた場合においても、当会社は、その

各々を合算することなく(１)および(２)の保険金を支払います。 

 

(注) 保険金額の全額 

既に支払った医療保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額

を控除した残額とします。 

 

第６条（医療保険金の支払） 

(１) 当会社は、被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接

の結果として、治療を受けた場合は、次の等級区分により、保険証券記載の各等

級の医療保険金額を医療保険金として被保険者に支払います。 

① 第１級 継続入院日数180日以上の傷害を被った場合 

② 第２級 継続入院日数90日以上の傷害を被った場合 

③ 第３級 継続入院日数60日以上の傷害を被った場合 

④ 第４級 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上の傷害を被った場合 

⑤ 第５級 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上の傷害を被った場合 

⑥ 第６級 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上の傷害を被った場合 

⑦ 第７級 治療期間15日以上かつ治療実日数７日以上の傷害を被った場合 

⑧ 第８級 治療期間15日未満または治療実日数７日未満の傷害を被った場合 

(２) (１)の「治療期間」とは、事故の発生の日から傷害に対する治療が終了した日



までの期間をいいます。 

(３) (１)の「継続入院日数」とは、(２)の治療期間のうち継続して入院した日数を

いいます。 

(４) (１)の「治療実日数」とは、(２)の治療期間のうち入院または通院した日数の

合計日数をいいます。 

(５) (３)または(４)の入院した日数には、臓器の移植に関する法律（平成９年法律

第104号）第６条（臓器の摘出）の規定によって、同条第４項で定める医師によ

り「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合で

あって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医

療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数

を含みます。 

(６) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を

受けられる傷害を被った場合は、当会社は、最初の事故の発生の日からすべての

傷害に対する治療が終了した日までの期間を、(２)の治療期間として適用しま

す。 

(７) ２以上の等級に同時に該当する場合は、最上級の等級により医療保険金を支払

います。 

 

(注) 処置 

医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれ

ば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 

 

第７条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款第２条（保険金を支払う場合）および第４条（保険金額）から第

７条（医療保険金の支払）までの規定は適用しません。 

 

第８条（普通保険約款の読み替え） 

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。 

① 第８条（他の身体の障害または疾病の影響）および第25条（事故の通知）

(１)の規定中「第２条（保険金を支払う場合）の傷害」とあるのは「この特

約第２条（保険金を支払う場合）の傷害」 

② 第11条（告知義務）(３)の③の規定中「第２条（保険金を支払う場合）の

事故」とあるのは「この特約第２条（保険金を支払う場合）の事故」 

③ 第13条（保険契約の無効）(２)の規定中「加入口数２口を超えて」とある

のは「保険金額600万円を超えて」、「２口を超える口数」とあるのは「600万

円を超える保険金額」 



④ 第21条（保険料の取扱い－無効の場合）(３)の規定中「２口を超える部

分」とあるのは「600万円を超える部分」 

⑤ 第22条（保険料の取扱い－失効の場合）の規定中「第５条（死亡保険金の

支払）(１)」とあるのは「この特約第４条（死亡保険金の支払）(１)」 

⑥ 第26条（保険金の請求）(１)の③の規定中「被保険者が被った第２条（保

険金を支払う場合）の傷害の治療を目的とした治療期間が終了した時」とあ

るのは「治療が終了した日または継続入院日数が180日を経過した時」 

 

第９条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。 

 

 



別表 第５条（後遺障害保険金の支払）の後遺障害 

 

  １．両眼が失明したもの 

 ２．咀
そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの 

  ３．神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

  ４．胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

  ５．両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

  ６．両上肢の用を全廃したもの 

７．両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

８．両下肢の用を全廃したもの 

注１ ５．および７．の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいま

す。 

注２ ひじ関節およびひざ関節の説明図 
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自転車および車いすによる賠償責任補償特約 

 

第１条（用語の定義） 

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 

用語 定義 

運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行

することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流

布(注)のみに起因するものを除きます。 

(注) 情報の流布 

特定の者への伝達を含みます。 

軌道上を走行す

る陸上の乗用具 

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウ

ェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。た

だし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等

で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティー

バーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 

(注) ガイドウェイバス 

専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。

なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限

り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱いま

す。 

車いす 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の

３に規定するものをいいます。 

財物の損壊 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 

自転車 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により

運転する２輪以上の車(注１)およびその付属品(注２)をいい

ます。 

(注１) ２輪以上の車 

レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼

児用の３輪以上の車を除きます。 

(注２) その付属品 

積載物を含みます。 

支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険

金または共済金の額をいいます。 

身体の障害 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 

他の保険契約等 第２条（保険金を支払う場合）の全部または一部に対して



支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま

す。 

保険金 第２条（保険金を支払う場合）に規定する保険金をいいま

す。 

保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 

本人 保険証券記載の者をいいます。 

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負

担額をいいます。 

 

第２条（保険金を支払う場合） 

当会社は、本人が、日本国内において生じた次の①または②のいずれかに該当す

る偶然な事故(注)による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行

する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担することによ

って被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支

払います。 

① 自転車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 

② 身体障害者用車いすの所有、使用または管理に起因する偶然な事故 

 

(注) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故 

以下この特約において「事故」といいます。 

 

第３条（保険金を支払わない場合－その１） 

当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に

対しては、保険金を支払いません。 

① 保険契約者(注１)または被保険者の故意 

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら

に類似の事変または暴動(注２) 

③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

④ 核燃料物質(注３)もしくは核燃料物質(注３)によって汚染された物(注

４)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

 

(注１) 保険契約者 

法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他

の機関をいいます。 

(注２) 暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区におい



て著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま

す。 

(注３) 核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 

(注４) 核燃料物質(注３)によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

 

第４条（保険金を支払わない場合－その２） 

当会社は、被保険者が次の①から⑥までのいずれかに該当する損害賠償責任を

負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 

② 次条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 

③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の

障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用

する者に対する損害賠償責任を除きます。 

④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、

その約定によって加重された損害賠償責任 

⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に

ついて正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 

⑥ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 

 

第５条（被保険者の範囲） 

この特約における被保険者は、次の①または②のいずれかに該当する者をいい

ます。 

① 本人 

② 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他

の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注)。た

だし、本人に関する事故にかぎります。 

 

(注) 監督義務者に代わって本人を監督する者 

本人の親族にかぎります。 

 

第６条（支払保険金の範囲） 

当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎりま

す。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償



金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、

損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除する

ものとします。 

② 第２条（保険金を支払う場合）の事故が発生した場合において、被保険

者が第８条（事故の発生）(１)の②に規定する権利の保全または行使に必

要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防

止のために必要または有益であった費用 

③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる

手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場

合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に

要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た

費用 

④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得

て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した

費用 

⑤ 第10条（当会社による解決）(１)に規定する当会社による損害賠償請求

の解決に協力するために被保険者が支出した費用 

 

第７条（保険金の支払額） 

当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。 

① １回の事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合

は、その超過した額。ただし、１回の事故につき、保険金額を支払の限度と

します。 

② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、

１回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保

険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。 

 

第８条（事故の発生） 

(１) 第２条（保険金を支払う場合）の事故が発生したことを知った場合は、保険契

約者または被保険者は、次の①から⑥までの事項を履行しなければなりません。 

① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況

およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の

発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた

場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合におい

て、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりま

せん。 



② 被保険者が他人に対して損害の賠償を請求することができる場合は、そ

の権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他事故によって生じた

損害の発生および拡大の防止につとめること。 

③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ

当会社の承認を得ること。 ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をと

ることを妨げません。 

④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合

は、ただちに当会社に通知すること。 

⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当

会社に通知すること。 

⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるも

のを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調

査に協力すること。 

(２) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(１)の①から⑥までに規定する

義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。 

① (１)の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会

社が被った損害の額 

② (１)の②の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができ

たと認められる額 

③ (１)の③の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額 

(３) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(１)の規定による通知もしくは

説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げ

た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金

を支払います。 

 

(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その

事実を含みます。 

 

第９条（当会社による援助） 

当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にか

かわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内

容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者

の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 

 

(注) 日本国内において発生した賠償事故 



被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された

事故を除きます。 

 

第 10 条（当会社による解決） 

(１) 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注１)にかかわる損害賠償の請求を

受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の

支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限

度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折

衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注２)を行います。 

(２) (１)の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力

しなければなりません。 

(３) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、(１)の規定は適用しま

せん。 

① １回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損

害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注３) 

② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合 

③ 正当な理由がなく被保険者が(２)に規定する協力を拒んだ場合 

④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、１回の事故につき、被保険者が負担

する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合 

 

(注１) 日本国内において発生した賠償事故 

被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された

事故を除きます。 

(注２) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続 

弁護士の選任を含みます。 

(注３) 保険金額を明らかに超える場合 

保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに超える

場合をいいます。 

 

第 11 条（損害賠償請求権者の直接請求権） 

(１) 日本国内において発生した賠償事故(注１)に よって被保険者の負担する法律上の

損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払

責任を負う限度において、当会社に対して(３)に定める損害賠償額の支払を請求するこ

とができます。 

(２) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対

して(３)に定める損害賠償額を支払います。ただし、１回の事故につき、当会社が賠償



事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注２)を限度とします。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につ

いて、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の

和解もしくは調停が成立した場合 

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につ

いて、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保

険者に対して書面で承諾した場合 

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア．または

イ．のいずれかに該当する事由があった場合 

ア．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 

イ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと 

(３) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。 

 

被保険者が損害賠償請求

権者に対して負担する法

律上の損害賠償責任の額 

－ 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して既に支

払った損害賠償金の額 

－ 

保険証券に免責金

額の記載がある場

合はその免責金額 

＝ 損害賠償額 

 

(４) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、

当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。 

(５) (２)または(７)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払

を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損

害に対して、保険金を支払ったものとみなします。 

(６) １回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注３)が保険

金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(１)の規定による請求権を行使

することはできず、また当会社は(２)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。 

(７) 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、(２)および (６)の規定にかかわら

ず、１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注３)が保険

金額を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は(１)の規定による請求権を

行使できるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して(３)に定める損害賠償

額を支払います。ただし、１回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して

支払うべき保険金の額(注２)を限度とします。 

① (２)④のア．またはイ．のいずれかに規定する事実があった場合 

② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行

う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することがで

きないと認められる場合 



③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者と

の間で、書面による合意が成立した場合 

 

(注１) 日本国内において発生した賠償事故 

被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された

事故を除きます。 

(注２) 支払うべき保険金の額 

同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、

その全額を差し引いた額とします。 

(注３) 法律上の損害賠償責任の総額 

同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、

その全額を含みます。 

 

第12条（保険金の請求） 

(１) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠

償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損

害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしく

は書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものと

します。 

(２) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑨までに掲げる書類または証

拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、④については、

提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。 

① 保険金請求書 

② 保険証券 

③ 当会社の定める事故状況報告書 

④ 公の機関が発行する交通事故証明書 

⑤ 損害を証明する書類 

⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示

す示談書 

⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金

の請求を第三者に委任する場合） 

⑧ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 

⑨ その他当会社が第 14 条（保険金の支払時期）(１)に定める必要な事項の確認を

行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社

が交付する書面等において定めるもの 

(３) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受



けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当

する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認

を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注１) 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注２)のう

ち３親等内の者 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保

険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注１)または②以外

の親族(注２)のうち３親等内の者 

(４) (３)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保

険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、

保険金を支払いません。 

(５) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または

保険金を受け取るべき者に対して、(２)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の

提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当

会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりま

せん。 

(６) 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被

った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 

① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(５)

の規定に違反した場合 

② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(２)、

(３)または(５)の書類に事実と異なる記載をした場合 

③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(２)、

(３)または(５)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合 

 

(注１) 配偶者 

普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかかわ

らず、法律上の配偶者にかぎります。 

(注２) 親族 

普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかかわ

らず、法律上の親族にかぎります。 

 

第13条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

(１) 第２条（保険金を支払う場合）の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契



約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超える

ときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。 

① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額 

② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 

損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計

額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 

(２) (１)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用があ

る場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 

 

第14条（保険金の支払時期） 

(１) 当会社は、請求完了日(注１)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金

を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払いま

す。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事

故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支

払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の

有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、

事故と損害または費用との関係、治療の経過および内容 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において

定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被

保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有

無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が

必要な事項 

(２) (１)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不

可欠な場合は、(１)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注１)からその

日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注２)を経過する日までに、保険金を

支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を

終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するもの

とします。 

① (１)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の

公の機関による捜査・調査結果の照会(注３) 180日 

② (１)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他



の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 

③ (１)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するため

の、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の

結果の照会 120日 

④ 災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害の被災地域における

(１)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 

⑤ (１)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な

手段がない場合の日本国外における調査 180日 

(３) (１)および(２)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者また

は保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じ

なかった場合(注４)は、これにより確認が遅延した期間については、(１)または

(２)の期間に算入しないものとします。 

(４) (１)または(２)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保

険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内

において日本国通貨をもって行うものとします。 

 

(注１) 請求完了日 

被保険者が第12条（保険金の請求）(２)および(３)の規定による手続を完

了した日をいいます。 

(注２) 次の①から⑤までに掲げる日数 

①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

(注３) 照会 

弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会その他法令に基づく照会

を含みます。 

(注４) これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

 

第15条（損害賠償額の請求および支払） 

(１) 損害賠償請求権者が第11条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定により損

害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、

当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出

できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。 

① 損害賠償額の請求書 

② 公の機関が発行する交通事故証明書 

③ 損害を証明する書類 

④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の



額を示す示談書 

⑤ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書

類 

⑥ その他当会社が(４)に定める必要な確認を行うために欠くことのできな

い書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの 

(２) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、

(１)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への

協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を

速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(３) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(２)の規定に違反した場合または(１)

もしくは(２)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠

を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損

害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。 

(４) 当会社は、第11条（損害賠償請求権者の直接請求権）(２)または(７)のいずれ

かに該当する場合は、損害賠償請求権者が(１)の手続きをした日から前条の規

定を準用して損害賠償額を支払います。 

(５) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害

賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げ

る者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会

社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求する

ことができます。 

① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注１) 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求

できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にす

る親族(注２)のうち３親等内の者 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に

損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注１)また

は②以外の親族(注２)のうち３親等内の者 

(６) (５)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、

当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けた場合で

あっても、当会社は、損害賠償額を支払いません。 

 

(注１) 配偶者 

普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかかわ

らず、法律上の配偶者にかぎります。 

(注２) 親族 



普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかかわ

らず、法律上の親族にかぎります。 

 

第16条（損害賠償請求権の行使期限） 

第11条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、次の①また

は②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。 

① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または

裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算

して３年を経過した場合 

② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅

した場合 

 

第17条（仮払金および供託金の貸付け等） 

(１) 第９条（当会社による援助）または第10条（当会社による解決）(１)の規定に

より当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、１

回の事故につき、保険金額(注１)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの

貸付けまたは供託を行います。 

① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け 

② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための

供託金の、当会社の名による供託 

③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸

付け 

(２) (１)の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のた

めに供託金(注２)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。 

(３) (１)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の

①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注２)を既に支払った保険金

とみなして適用します。 

① 第７条（保険金の支払額）①および②のただし書 

② 第11条（損害賠償請求権者の直接請求権）(２)のただし書 

③ 第11条(７)のただし書 

(４) (１)の供託金(注２)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注

２)の限度で、(１)の当会社の名による供託金(注２)または貸付金(注３)が保険

金として支払われたものとみなします。 

(５) 第12条（保険金の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合

は、(１)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなしま



す。 

 

(注１) 保険金額 

同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条（損害賠償

請求権者の直接請求権）の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引い

た額とします。 

(注２) 供託金 

利息を含みます。 

(注３) 貸付金 

利息を含みます。 

 

第18条（代位） 

(１) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得し

た場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権

は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を

限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 

被保険者が取得した債権の全額 

② ①以外の場合 

被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を

差し引いた額 

(２) (１)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権

は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 

(３) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(１)または(２)の債権の保全

および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力

しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用

は、当会社の負担とします。 

 

(注) 損害賠償請求権その他の債権 

共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

 

第19条（先取特権） 

(１) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先

取特権を有します。 

(２) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支

払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。 



① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社

から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度としま

す。 

② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険

者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 

③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠

償請求権者が(１)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害

賠償請求権者に支払う場合 

④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社

が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことによ

り、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾し

た金額を限度とします。 

(３) 保険金請求権(注)は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできませ

ん。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(２)の③の場合を除いて

差し押さえることはできません。ただし、(２)の①または④の規定により被保険

者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。 

 

(注) 保険金請求権 

第６条（支払保険金の範囲）の②から⑤までの費用に対する保険金請求

権を除きます。 

 

第20条（個別適用） 

この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これ

によって第７条（保険金の支払額）に定める保険金額が増額されるものではありま

せん。 

 

第21条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合）から第９条（当会社の責任限

度額）まで、第13条（保険契約の無効）(２)、第21条（保険料の取扱い－無効の

場合）(３)、第25条（事故の通知）から第28条（当会社の指定する医師が作成し

た診断書等の要求）まで、および第30条（代位）の規定は適用しません。 

 

第22条（普通保険約款の読み替え） 

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。 

① 第１条（用語の定義）の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とある

のは「損害の発生の可能性」 



② 第10条（保険責任の始期および終期）(３)の規定中「傷害に対しては」と

あるのは「損害に対しては」 

③ 第11条（告知義務）(３)の③の規定中「第２条（保険金を支払う場合）の

事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第２条（保険金を支払

う場合）の事故が発生する前に」 

④ 第11条(４)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した

後に」 

⑤ 第11条(５)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した事故による損

害」 

⑥ 第17条（重大事由による解除）の規定中「傷害」とあるのは「損害」 

⑦ 第20条（保険料の取扱い－告知義務等の場合）(５)の規定中「傷害に対し

ては」とあるのは「損害に対しては」 

⑧ 第29条（時効）の規定中「第26条（保険金の請求）(１)に定める時」とあ

るのは「この特約第12条（保険金の請求）(１)に定める時」 

 

第23条（重大事由による解除に関する特則） 

保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条（重大事由による解除）(１)

の③のア．からオ．までのいずれかに該当することにより同条(１)または(２)の

規定による解除がなされた場合は、同条(３)の規定は、次の損害については適用

しません。 

① 普通保険約款第17条(１)の③のア．からウ．までまたはオ．のいずれにも

該当しない被保険者に生じた損害 

② 普通保険約款第17条(１)の③のア．からウ．までまたはオ．のいずれかに

該当する被保険者に生じた第６条（支払保険金の範囲）の①に規定する損

害賠償金の損害 

 

第24条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。 

 

 

 

  



 

被害事故補償特約 

 

第１条（用語の定義） 

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 

用語 定義 

運行中 自動車等が通常の目的に従って使用されている間をいいま

す。 

自賠責保険等 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づく責任

保険または責任共済をいいます。 

支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金

または共済金の額をいいます。 

対人賠償保険

等 

自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命また

は身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担する

ことによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保

険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 

他の保険契約

等 

第２条（保険金を支払う場合）の全部または一部に対して支

払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 

賠償義務者 第２条（保険金を支払う場合）に規定する被害事故により、

被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し

て法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 

保険金 第２条（保険金を支払う場合）に規定する保険金をいいま

す。 

保険金額 保険証券記載の被害事故補償保険金額をいいます。 

保険金請求権

者 

第２条（保険金を支払う場合）に規定する被害事故によって

損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいま

す。 

① 被保険者(注) 

② 被保険者の父母、配偶者または子 

(注) 被保険者 

被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 

労働者災害補

償制度 

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）等法令によっ

て定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいま

す。 

 

第２条（保険金を支払う場合） 



当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注１)が保険期間中に発

生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表１

に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もし

くは子が被る損害(注２)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、

保険金を支払います。 

① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者

の生命または身体が害される事故 

② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝

突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等

の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故

を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の

救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合

にかぎります。 

 

(注１) 次の①または②のいずれかに該当する事故 

以下この特約において「被害事故」といいます。 

(注２) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害 

第６条（損害額の決定）に定める損害の額をいいます。以下この特約にお

いて同様とします。 

 

第３条（保険金を支払わない場合－その１） 

当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に

対しては、保険金を支払いません。 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに

類似の事変または暴動(注１) 

② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

③ 核燃料物質(注２)もしくは核燃料物質(注２)によって汚染された物(注３)

の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する

事故 

④ ①から③までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う

秩序の混乱に基づいて生じた事故 

⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染 

 

(注１) 暴動 

群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区におい

て著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま



す。 

(注２) 核燃料物質 

使用済燃料を含みます。 

(注３) 核燃料物質(注２)によって汚染された物 

原子核分裂生成物を含みます。 

 

第４条（保険金を支払わない場合－その２） 

(１) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を

支払いません。 

① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 

② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害 

③ 被保険者に対する刑の執行 

(２) 当会社は、被保険者が頸
けい

部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合で

あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その

症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。 

(３) 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場

合は、保険金を支払いません。 

① 当該被害事故を教唆または幇助する行為 

② 当該被害事故を容認する行為 

③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為 

④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為 

(４) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合

は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。 

(５) 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から④までのいずれかに該当する

行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いま

せん。 

① 当該被害事故を教唆または幇助する行為 

② 当該被害事故を容認する行為 

③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為 

④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為 

 

(注) 頸
け い

部症候群 

いわゆる「むちうち症」をいいます。 

 

第５条（保険金を支払わない場合－その３） 



当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の

①から④までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。 

① 被保険者の配偶者 

② 被保険者の直系血族 

③ 被保険者の親族のうち３親等内の者 

④ 被保険者の同居の親族 

 

第６条（損害額の決定） 

(１) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表１の第１級から第４

級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、

それぞれ別表２に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただ

し、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われ

る金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。 

(２) 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、(１)の規定にかかわらず、当会

社の同意を得て、(１)の区分ごとに別表２に定める算定基準に従い算出した金額

のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみ

を、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができ

ます。 

(３) (２)の場合は、第15条（代位）(２)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者

がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。 

 

(注) 自賠責保険等によって支払われる金額 

自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車

損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によ

って支払われる金額に相当する金額とします。 

 

第７条（費用） 

保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損

害の一部とみなします。 

① 第10条（事故の通知）(１)の②に規定する権利の保全または行使に必要な

手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用 

② 第10条(１)の③に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要また

は有益であった費用 

 

(注) 費用 

収入の喪失を含みません。 



 

第８条（支払保険金の計算） 

(１) １回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から

⑧までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。 

① 第６条（損害額の決定）(１)の規定により決定される損害の額および前条

の費用 

② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事

業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額 

③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（保険金を支払う場合）の損

害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付

が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額 

④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額 

⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額

(注１) 

⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭

和55年法律第36号）によって給付が受けられる場合は、その給付される額 

⑦ 第６条(１)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠

償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したもの

がある場合は、その取得した額 

⑧ ②から⑦までのほか、第２条の損害を補償するために支払われるその他の

給付(注２)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得

した給付の額またはその評価額 

(２) (１)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第６条（損害額の決定）(２)の

規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみ

を請求した場合は、１回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①

の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を

限度とします。 

① 第６条(２)の規定により決定される損害の額および前条の費用 

② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額

(注１) 

③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によ

って給付が受けられる場合は、その給付される額 

④ 第６条(２)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠

償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したもの

がある場合は、その取得した額 

⑤ ②から④までのほか、第２条（保険金を支払う場合）の損害を補償するた



めに支払われるその他の給付(注２)で、保険金請求権者が既に取得したもの

がある場合は、その取得した給付の額またはその評価額 

 

(注１) 給付される額 

社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 

(注２) その他の給付 

保険金および共済金を含みません。 

 

第９条（他の身体の障害または疾病の影響等） 

(１) 被保険者が第２条（保険金を支払う場合）の損害を被った時既に存在していた

身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因

となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害

が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を

支払います。 

(２) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険

金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第２条（保険金を支払う場

合）の損害が重大となった場合も、(１)と同様の方法で支払います。 

 

第10条（事故の通知） 

(１) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、被

害事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までの事項を履行しなけれ

ばなりません。 

① 損害の原因となった被害事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事

故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度を当会社に通知す

ること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めた

ときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、こ

れに応じなければなりません。 

② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その

権利の保全または行使に必要な手続をすること。 

③ 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。 

④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された

場合は、ただちに当会社に通知すること。 

⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会

社に通知すること。 

⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるもの

を求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に



協力すること。 

(２) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正

当な理由がなく(１)の①または④から⑥までの規定に違反した場合、またはその

通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異

なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差

し引いて保険金を支払います。 

(３) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当

な理由がなく(１)の②または③の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を

差し引いて保険金を支払います。 

① (１)の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取

得することができたと認められる額 

② (１)の③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができ

たと認められる損害の額 

 

(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容 

既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、そ

の事実を含みます。 

 

第11条（被害事故発生時の義務） 

(１) 被保険者が、第２条（保険金を支払う場合）の損害を被った場合、賠償義務者

があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求を

し、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなり

ません。 

① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係 

② 対人賠償保険等の有無およびその内容 

③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容 

④ 保険金請求権者が第２条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もし

くは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者

から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額 

⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住

所、氏名または名称および被保険者との関係 

(２) (１)のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠とな

るものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に

協力しなければなりません。 

(３) 保険金請求権者が、正当な理由がなく(１)または(２)の規定に違反した場合

は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 



(４) 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割合等について、賠

償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あ

らかじめ当会社の承認を得なければなりません。 

(５) 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(４)の規定に違反した

場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなけ

れば賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額

を差引いて保険金を支払います。 

(６) 当会社は、賠償義務者または第２条（保険金を支払う場合）の損害を補償する

ために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、

保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または

当会社の支払保険金について通知することがあります。 

 

第12条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額） 

第２条（保険金を支払う場合）の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険

契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当

会社は、次に定める額を保険金として支払います。 

① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額 

② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合 

損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 

 

第13条（保険金の請求） 

(１) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に別表１

の第１級から第４級までに掲げる後遺障害が生じた時または被保険者が死亡した

時から発生し、これを行使することができるものとします。 

(２) 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑪までに掲げる

書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 

① 保険金請求書 

② 保険証券 

③ 当会社の定める傷害状況報告書 

④ 公の機関(注１)の事故証明書 

⑤ 死亡診断書または死体検案書 

⑥ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 

⑦ 保険金受取人の印鑑証明書 

⑧ 被保険者の印鑑証明書 



⑨ 被保険者の戸籍謄本 

⑩ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第

三者に委任する場合） 

⑪ その他当会社が次条(１)に定める必要な事項の確認を行うために欠くこと

のできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面

等において定めたもの 

(３) 当会社は、事故の内容および損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険

金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、(２)に掲げるもの以外の書

類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま

す。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力

をしなければなりません。 

(４) 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行う

ものとします。 

(５) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受

けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当

する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認

を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注２) 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できな

い事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注３)のう

ち３親等内の者 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保

険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注２)または②以外

の親族(注３)のうち３親等内の者 

(６) (５)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保

険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社

は、保険金を支払いません。 

(７) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正

当な理由がなく(３)の規定に違反した場合または、(２)、(３)もしくは(５)の書

類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変

造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保

険金を支払います。 

 

(注１) 公の機関 

やむを得ない場合は、第三者とします。 

(注２) 配偶者 



普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかか

わらず、法律上の配偶者にかぎります。 

(注３) 親族 

普通保険約款第１章用語の定義条項第１条（用語の定義）の規定にかかわ

らず、法律上の親族にかぎります。 

 

第14条（保険金の支払時期） 

(１) 当会社は、請求完了日(注１)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金

を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払いま

す。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事

故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支

払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有

無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害

の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において

定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被

保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無

および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要

な事項 

(２) (１)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不

可欠な場合は、(１)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注１)からその

日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注２)を経過する日までに、保険金を

支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を

終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対

して通知するものとします。 

① (１)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の

公の機関による捜査・調査結果の照会(注３) 180日 

② (１)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他

の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 

③ (１)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するため

の、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結

果の照会 120日 



④ 災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害の被災地域における

(１)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 

⑤ (１)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な

手段がない場合の日本国外における調査 180日 

(３) (１)および(２)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保

険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、

またはこれに応じなかった場合(注４)は、これにより確認が遅延した期間につい

ては、(１)または(２)の期間に算入しないものとします。 

(４) (１)または(２)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金

を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除

いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。 

 

(注１) 請求完了日 

被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条(２)およ

び(５)の規定による手続を完了した日をいいます。 

(注２) 次の①から⑤までに掲げる日数 

①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 

(注３) 照会 

弁護士法（昭和24年法律第205号）に基づく照会その他法令に基づく照会

を含みます。 

(注４) これに応じなかった場合 

必要な協力を行わなかった場合を含みます。 

 

第15条（代位） 

(１) 損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した

場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金

請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②

のいずれかの額を限度とします。 

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 

保険金請求権者債権(注)の全額 

② ①以外の場合 

保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を

差し引いた額 

(２) (１)の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有す

る保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも

優先して弁済されるものとします。 



(３) 保険金請求権者は、(１)により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行

使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求

めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければ

なりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社

の負担とします。 

 

(注) 保険金請求権者債権 

損害賠償請求権その他の債権をいい、この特約に係る保険金を支払った

損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金

その他の金銭の請求権を含みます。 

 

第 16 条（普通保険約款の適用除外） 

普通保険約款第３条（保険金を支払わない場合）から第９条（当会社の責任限

度額）まで、第13条（保険契約の無効）(２)、第21条（保険料の取扱い－無効の

場合）(３)、第25条（事故の通知）から第27条（保険金の支払時期）までおよび

第30条（代位）の規定は適用しません。 

 

第 17 条（普通保険約款の読み替え） 

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。 

① 第１条（用語の定義）の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とある

のは「損害の発生の可能性」 

② 第10条（保険責任の始期および終期）(３)の規定中「傷害に対しては」と

あるのは「損害に対しては」 

③ 第11条（告知義務）(３)の③の規定中「第２条（保険金を支払う場合）の

事故によって傷害を被る前に」とあるのは「被害事故が発生する前に」 

④ 第11条(４)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した

後に」 

⑤ 第11条(５)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した被害事故によ

る損害」 

⑥ 第17条（重大事由による解除）の規定中「傷害」とあるのは「損害」 

⑦ 第20条（保険料の取扱い－告知義務等の場合）(５)の規定中「傷害に対し

ては」とあるのは「損害に対しては」 

⑧ 第28条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）(１)の規定中

「第25条（事故の通知）の通知または第26条（保険金の請求）の規定による

請求」とあるのは「この特約第10条（事故の通知）の通知またはこの特約第

13条（保険金の請求）の規定による請求」 



⑨ 第29条（時効）の規定中「第26条（保険金の請求）(１)に定める時」とあ

るのは「この特約第13条（保険金の請求）(１)に定める時」 

 

第 18 条（準用規定） 

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普

通保険約款の規定を準用します。 

 

 



別表１ 後遺障害等級表 

 

等 級 後 遺 障 害 

第１級 (1) 両眼が失明したもの 

(2) 咀
そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの 

(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要す

るもの 

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

(6) 両上肢の用を全廃したもの 

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

(8) 両下肢の用を全廃したもの 

第２級 (1) １眼が失明し、他眼の矯正視力（視力の測定は万国式試視力表に

よるものとします。以下同様とします。）が０．０２以下になった

もの 

(2) 両眼の矯正視力が０．０２以下になったもの 

(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要す

るもの 

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの 

(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの 

第３級 (1) １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．０６以下になったもの 

(2) 咀
そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの 

(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服す

ることができないもの 

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが

できないもの 

(5) 両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは、母指は

指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをい

います。以下同様とします。） 



第４級 (1) 両眼の矯正視力が０．０６以下になったもの 

(2) 咀
そ

しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 

(3) 両耳の聴力を全く失ったもの 

(4) １上肢をひじ関節以上で失ったもの 

(5) １下肢をひざ関節以上で失ったもの 

(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものと

は、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは

近位指節間関節（母指にあっては、指節間関節）に著しい運動障害

を残すものをいいます。以下同様とします。） 

(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

 

 

注１ 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に

近い部分をいいます。 



注２ 関節等の説明図 
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別表２ 保険金の算定基準 
 
第１ 後遺障害による損害 
 後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損
害とします。なお、後遺障害の等級は別表１によります。 

 
１．逸失利益 

後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べ
かりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次
の算式により計算します。 

 

収入額 × 労働能力喪失率 × 
労働能力喪失期間に対応するライプ
ニッツ係数 

 
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッ

ツ係数」は、次のとおりとします。 
 

(１) 収入額 
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表１に定める年齢別平均給

与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平
均給与額とします。 
 

被保険者区分 収入額 
① 家事従事者
以外の有職者 

現実収入額 
ただし、次のとおりとします。 
ア．現実収入額とは、事故前１か年間または後遺障害確定前１か

年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、
事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による
課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減

少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表１に定
める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 

イ．退職後１年を経過していない失業者については、「現実収入
額」を「退職前１年間の収入額」と読み替えて適用します。た
だし、定年退職者等を除きます。 

ウ．就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能
な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表１
に定める全年齢平均給与額とすることができます。 

ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保
険者の年齢に対応する付表１に定める年齢別平均給与額がいず
れも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 

エ．現実収入額が付表１に定める年齢別平均給与額を下回る場合
で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額（注）のうち同
時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るも
のがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額としま
す。 

ただし、ウ．の規定により、収入額を全年齢平均給与額とす
る場合を除きます。 

オ．次のいずれかに該当する場合は「付表１に定める18歳平均給
与額」または「付表１に定める年齢別平均給与額の50％」のい
ずれか高い額とします。 
(ｱ) 現実収入額について、ア．に定める公的な税務資料によ

る立証が困難な場合 
(ｲ) 現実収入額が「付表１に定める18歳平均給与額」または



「付表１に定める年齢別平均給与額の50％」のいずれか高い
額を下回る場合 

② 家事従事者 付表１に定める全年齢平均給与額 
③ 幼児、児
童、生徒また
は学生 

付表１に定める全年齢平均給与額 

④ ①から③ま
で以外の十分
働く意思と能
力を有してい
る無職者 

次のいずれか高い額 
ア．付表１に定める18歳平均給与額 
イ．付表１に定める年齢別平均給与額の50％ 

 
(２) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数 

 
用語 取扱い 

① 労働能力喪失
率 

付表２に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限とし
て、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・
職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償
における判例動向等を鑑み決定します。 

② 労働能力喪失
期間 

付表３に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に
影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の
減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定しま
す。 

③ ライプニッツ
係数 

付表４によります。 

 
（注）将来の収入額 

労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。 
 
２．精神的損害 

後遺障害等級別に次の金額を基準とします。 
 

後遺障害等級 
父母、配偶者または子のいずれか
がいる場合 

左記以外 

第１級 1,800万円 1,600万円 
第２級 1,500万円 1,200万円 
第３級 1,300万円 1,000万円 
第４級 900万円 

 
３．将来の介護料 

将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原
則として、次の算式により計算します。 

 
介護料および諸雑費 × 12 × 介護期間に対応するライプニッツ係数 

 
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次

のとおりとします。 
 

(１) 介護料および諸雑費 
 

後遺障害の区分 介護料および諸雑費 
① 別表１の第１級(3)または(4)に該当する後遺障害
の場合 

１か月につき15万円 



② 別表１の第１級（(3)および(4)を除きます。）、第
２級または第３級(3)もしくは(4)に該当する後遺障
害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合 

１か月につき7.5万円 

 
(２) 介護期間およびライプニッツ係数 
 

用語 取扱い 
① 介護期間 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表

５に定める平均余命の範囲内で決定します。 
② ライプニッツ係数 付表４によります。 

 



第２ 死亡による損害 
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害としま

す。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている
場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。 

 
１．葬儀費 

60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場
合は、100万円を限度として実費を支払います。 

 
２．逸失利益 
(１) 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式

により計算します。 
 

( 収入額 － 生活費 ）× 
就労可能年数に対応するライプ

ニッツ係数 

 
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」

は、次のとおりとします。 
 

① 収入額 
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表１に定める年齢別平均

給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応す
る平均給与額とします。 
 

被保険者区分 収入額 
ア．家事従事者

以外の有職者 
現実収入額 
ただし、次のとおりとします。 
(ｱ) 現実収入額とは、事故前１か年間に労働の対価として得た収

入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証
明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少

する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表１に定め
る年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 

(ｲ) 退職後１年を経過していない失業者については、「現実収入
額」を「退職前１年間の収入額」と読み替えて適用します。た
だし、定年退職者等を除きます。 

(ｳ) 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能
な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢
平均給与額とすることができます。 

ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保
険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均
給与額を下回る場合を除きます。 

(ｴ) 現実収入額が付表１に定める年齢別平均給与額を下回る場合
で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来
の収入額(注１)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢
別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて
年齢別平均給与額とします。 

ただし、(ｳ)の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする
場合を除きます。 

(ｵ) 次のいずれかに該当する場合は「付表１に定める18歳平均給与
額」または「付表１に定める年齢別平均給与額の50％」のいずれ
か高い額とします。 
ａ．現実収入額について、(ｱ)に定める公的な税務資料による立

証が困難な場合 



ｂ．現実収入額が「付表１に定める18歳平均給与額」または「付
表１に定める年齢別平均給与額の50％」のいずれか高い額を
下回る場合 

イ．家事従事者 付表１に定める全年齢平均給与額 
ウ．幼児、児童、

生徒または学
生 

付表１に定める全年齢平均給与額 

エ．ア．からウ．
まで以外の十
分働く意思と
能力を有して
いる無職者 

次のいずれか高い額 
(ｱ) 付表１に定める18歳平均給与額 
(ｲ) 付表１に定める年齢別平均給与額の50％ 

 
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数 
 

用語 取扱い 
ア．生活費 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割合とします。 

なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者
をいいます。 
 

被扶養者の人数 割合 
被扶養者がない場合 50％ 

１人 40％ 

２人 35％ 
３人以上 30％ 

 

イ．就労可能年数 付表３によります。 

ウ．ライプニッツ
係数 

 
(２) 被保険者が年金等の受給者(注２)である場合は、(１)の額に加えて、次の算式

により算出された額を加えるものとします。 
 

（ 
年金等の
額 

－ 生活費 ）×（ 

死亡時の年齢
における平均
余命年数に対
応するライプ
ニッツ係数 

－ 

死亡時の年齢
における就労
可能年数に対
応するライプ
ニッツ係数 

） 

 
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労

可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。 
 

用語 取扱い 
① 生活費 (１)②に定めるところによります。 
② 平均余命年数に対応するライプ
ニッツ係数 

付表４および付表５によります。 

③ 就労可能年数に対応するライプ
ニッツ係数 

付表３によります。 

 
(注１) 将来の収入額 

労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。 
(注２) 年金等の受給者 



各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のあ
る年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金
は含みません。 

 
３．精神的損害 

被保険者区分別に次の金額を基準とします。 
被保険者区分 金額 

(１) 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円 

(２) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳以上のとき。 1,500万円 

(３) 被保険者が一家の支柱でない場合で65歳未満のとき。 1,600万円 

 



付表１ 年齢別平均給与額表（平均月額） 
 

年齢 男子 女子 
歳             円             円

全年齢平均 415,400 275,100 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

187,400 
199,800 
219,800 
239,800 
259,800 
272,800 
285,900 
298,900 
312,000 
325,000 
337,300 
349,600 
361,800 
374,100 
386,400 
398,000 
409,600 
421,300 
432,900 
444,500 
450,500 
456,600 
462,600 
468,600 
474,700 

169,600 
175,800 
193,800 
211,900 
230,000 
238,700 
247,400 
256,000 
264,700 
273,400 
278,800 
284,100 
289,400 
294,700 
300,100 
301,900 
303,700 
305,500 
307,300 
309,100 
307,900 
306,800 
305,600 
304,500 
303,300 

 
年齢 男子 女子 

歳             円             円
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

478,300 
482,000 
485,600 
489,300 
492,900 
495,500 
498,100 
500,700 
503,300 
505,800 
500,700 
495,500 
490,300 
485,200 
480,000 
455,400 
430,900 
406,300 
381,700 
357,200 
350,100 

301,000 
298,800 
296,500 
294,300 
292,000 
291,800 
291,700 
291,600 
291,400 
291,300 
288,500 
285,600 
282,800 
280,000 
277,200 
269,000 
260,900 
252,700 
244,500 
236,400 
236,400 



64 
65 
66 
67 

68～ 

343,000 
336,000 
328,900 
321,800 
314,800 

236,400 
236,500 
236,500 
236,500 
236,600 

 



付表２ 労働能力喪失率表 
 

後遺障害等級 労働能力喪失率 

第１級 100／100 
第２級 100／100 
第３級 100／100 
第４級 92／100 

 
  



付表３ 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表 
 
(１) 18歳未満の者に適用する表 
 

年齢 

幼児、学生または十分働く意思と能
力を有している無職者 

有職者 

就労可能
年数 

ライプニッツ係数(注)
（法定利率:３％） 

就労可能
年数 

ライプニッツ係数(注)
（法定利率:３％） 

歳
０ 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

年
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 

 
14.980 
15.429 
15.892 
16.369 
16.860 
17.365 
17.886 
18.423 
18.976 
19.545 
20.131 
20.735 
21.357 
21.998 
22.658 
23.338 
24.038 
24.759 

年 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 

 
28.733 
28.595 
28.453 
28.306 
28.156 
28.000 
27.840 
27.676 
27.506 
27.331 
27.151 
26.965 
26.774 
26.578 
26.375 
26.166 
25.951 
25.730 

 
 



(２) 18歳以上の者に適用する表 
 

年齢 
就労可能

年数 

ライプニッツ係数(注)

（法定利率:３％） 
年齢 

就労可能

年数 

ライプニッツ係数 (注 )

（法定利率:３％） 

歳
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
 
 
 

 

年
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
 
 
 

 

 
25.502 
25.267 
25.025 
24.775 
24.519 
24.254 
23.982 
23.701 
23.412 
23.115 
22.808 
22.492 
22.167 
21.832 
21.487 
21.132 
20.766 
20.389 
20.000 
19.600 
19.188 
18.764 
18.327 
17.877 
17.413 
16.936 
16.444 
15.937 
15.415 
14.877 
14.324 
13.754 
13.166 
12.561 
11.938 
11.296 
11.296 
11.296 
10.635 
10.635 

 
 

 
 

歳
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

101～ 

年
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

 
9.954 
9.954 
9.954 
9.253 
9.253 
8.530 
8.530 
8.530 
7.786 
7.786 
7.020 
7.020 
7.020 
6.230 
6.230 
6.230 
5.417 
5.417 
5.417 
4.580 
4.580 
4.580 
4.580 
3.717 
3.717 
3.717 
3.717 
2.829 
2.829 
2.829 
2.829 
2.829 
2.829 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
1.913 
0.971 

 
(注) ライプニッツ係数 

事故の発生の日における民法（明治29年法律第89号）第404条（法定利率）
に規定する法定利率に基づき算出しています。 



付表４ ライプニッツ係数表 
 

期間 
ライプニッツ係数(注)
（法定利率：３％） 

期間 
ライプニッツ係数(注)
（法定利率：３％） 

年
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

 
0.971 
1.913 
2.829 
3.717 
4.580 
5.417 
6.230 
7.020 
7.786 
8.530 
9.253 
9.954 
10.635 
11.296 
11.938 
12.561 
13.166 
13.754 
14.324 
14.877 
15.415 
15.937 
16.444 
16.936 
17.413 
17.877 
18.327 
18.764 
19.188 
19.600 
20.000 
20.389 
20.766 
21.132 
21.487 
21.832 
22.167 
22.492 
22.808 
23.115 
23.412 
23.701 
23.982 
24.254 
24.519 

年
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

 
24.775 
25.025 
25.267 
25.502 
25.730 
25.951 
26.166 
26.375 
26.578 
26.774 
26.965 
27.151 
27.331 
27.506 
27.676 
27.840 
28.000 
28.156 
28.306 
28.453 
28.595 
28.733 
28.867 
28.997 
29.123 
29.246 
29.365 
29.481 
29.593 
29.702 
29.808 
29.910 
30.010 
30.107 
30.201 
30.292 
30.381 
30.467 
30.550 
30.631 
30.710 
30.786 
30.860 
30.932 
31.002 

 
(注) ライプニッツ係数 

事故の発生の日における民法（明治29年法律第89号）第404条（法定利率）
に規定する法定利率に基づき算出しています。 



なお、幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職
者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が
18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期
とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。 
 



付表５ 第20回生命表による平均余命 
 

（単位：年） 
 
 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 

男 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 
女 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 
 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 

男 68 67 66 65 64 63 62 62 61 60 
女 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 
 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 

男 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 
女 65 64 63 62 62 61 60 59 58 57 
 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 

男 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
女 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 
 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 

男 39 38 37 37 36 35 34 33 32 31 
女 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 
 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 

男 30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 
女 36 35 34 34 33 32 31 30 29 28 
 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 

男 22 21 20 19 18 18 17 16 15 15 
女 27 26 25 24 24 23 22 21 20 19 
 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 

男 14 13 13 12 11 11 10 ９ ９ ８ 
女 18 18 17 16 15 14 14 13 12 11 
 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 

男 ８ ７ ７ ６ ６ ５ ５ ５ ４ ４ 
女 11 10 ９ ９ ８ ７ ７ ６ ６ ５ 
 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳 

男 ４ ３ ３ ３ ３ ２ ２ ２ ２ ２ 
女 ５ ５ ４ ４ ４ ３ ３ ３ ２ ２ 
 100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳 

男 ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 
女 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １ １ １ 
 110歳 111歳 112歳 113歳 114歳      

男 １ １ － － －      
女 １ １ １ １ １      

 

 


